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令和４年度  
東京都相談支援従事者初任者研修 

実 施 案 内 
 

 

指定特定相談支援事業者、指定一般相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者（以下「指定相談支援

事業者」という。）の相談支援専門員業務又は指定重度障害者等包括支援事業者のサービス提供責任者業務

に従事する方（予定含む。）を対象として標記研修を実施します。下記内容に御留意いただき、お申込みく

ださい。 

令和４年度の東京都相談支援従事者初任者研修の募集は今回のみです。第２回の募集はありませんので、

御注意ください。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本実施案内の内容に変更が生じる可能性があります。

変更内容については受講決定の際に改めてお知らせします。 

 

記 

 

１ 目的 

  地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育など

のサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得すること及び困難事例に対する支援方法に

ついて助言を受けるなど、日常の相談支援業務の検証を行うことにより相談支援に従事する者の資質の

向上を図ること。 

 

２ 実施方法  

  講義：オンデマンド配信 

推薦する事業者又は受講者が用意したパソコン等で、指定されたサイトにアクセスし、講義動

画を視聴する。サイトＵＲＬ及び講義資料は事務局から受講決定者へ事前に送付する。 

  演習：Web会議システム(Microsoft Teams)を使用したオンライン形式 

     グループワークを行い、画面の共有、発表等をします。 

  実習：受講者が各自で実施 

     研修４日目と５日目の間、研修５日目と６日目の間で個別に行う。 

※別紙１参照。詳細は、受講決定者に対して受講決定通知でお知らせします。 

 

３ 研修日程等 

（１）令和４年９月１３日（火曜日）から令和５年１月１９日（木曜日）までの間の全７日間（詳細は、

別紙１を参照） 

（２）演習の研修時間については、おおむね午前９時４０分から午後５時までの予定です。受付は、開始

時刻の３０分前から行う予定です。詳細は、受講決定者に対して受講決定通知でお知らせします。 

（３）重度の障害等により、短期間での連続的な研修受講が困難な場合には、合理的配慮として年度を越

えた長期履修が認められる場合があります。希望される方は申込前に事務局まで御相談ください。 

 

４ 受講対象者 

  研修修了に必要な全日程を受講できる方で、以下のすべてを満たす方 

〇東京都内に所在する事業所に所属している、又は所属する予定である。 

〇指定相談支援事業所において相談支援専門員業務に従事する方、又は指定重度障害者等包括支援事

業所においてサービス提供責任者業務に従事する方（予定含む。） 
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〇事業所からの推薦がある。 

〇指定された自治体(従事事業所所在地)において、実習に取り組むことができる。 

※他道府県に所在する事業所で従事する方（予定含む。）については、受講対象外です。 

 

５ 募集定員 

５００名 

   

６ 受講申込み 

（１）申込方法 

   従来の書類による申込みから、東京共同電子申請・届出サービスを使用した申込みになりました。

電子申請による申込みの手順については、東京都心身障害者福祉センターのホームページに掲載して

ある「電子申請の手順」を御参照ください。東京共同電子申請・届出サービスの使用方法等について

は、ヘルプデスク(０１２０－０３－０６６４)にお問い合わせください。 

インターネット環境等により、どうしても電子申請による申込みができない場合は、研修事務局 

  東京都心身障害者福祉センター地域支援担当(電話０３－３２３５－２９５３)にお問い合わせくださ

い。 

    

（２）申込期限 

令和４年７月２５日（月曜日）午後５時必着 

   ※締切後の申込みは一切受け付けられません。必ず、令和４年７月２５日（月曜日）午後４時５９

分までに必要な項目を全て入力し、申込みボタンを押してください。 

    ※申込みが完了すると、申込完了の画面が表示されると同時に到達通知メールが届きますので、必

ず確認してください。到達メールが来ない場合は、申込みが完了しておりませんので、再度申込を

していただく等の対応をお願いいたします。 

 

（３）注意事項 

   お申込みの際には、以下の点に御注意ください。 

  ○申込みフォームに入力された内容は、受講決定を行う際の重要な情報となりますので、必要事項を

漏れのないように、かつ、正確に記載してください。 

○申込みフォームに入力された内容を基に受講者の選考を行います。内容に不備等がある場合でも、

東京都から事業所への内容確認等の連絡は原則行いません。 

○申込締切後の内容の変更は一切お受けできませんので、内容を精査した上で、お申込みください。

特に、受講希望者、演習日程及び実習先区市町村の変更についてお問合せを多くいただきますが、

変更はできません。予め御了承ください。 

○選考に必要な項目に入力（記載）漏れがある場合は、選考の対象とならないこともありますので御

注意ください。 

○入力（記載）された内容等に虚偽の申告が認められた場合には、受講申込みは無効となります。ま

た、以後の受講申込みは受付できなくなりますので、御注意ください。 

 

７ 受講者の決定 

（１）受講決定について 

下記の①から④までの条件、申込フォームに入力された従事予定の同一事業所内での優先順位、指

定事業所としての業務開始予定年月等や事業者指定の進捗状況等を参考に、受講可否を決定します。 

①既に東京都内において相談支援事業又は重度障害者等包括支援事業の事業者指定を受けており、利

用者の増加や業務拡大に伴い相談支援専門員の増員を必要としている。 

②既に東京都内において事業者指定を受けている相談支援事業者又は重度障害者等包括支援事業者

で、退職・人事異動等により相談支援専門員又はサービス提供責任者が交代となる。 
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③東京都内において指定相談支援事業又は指定重度障害者等包括支援事業の開始を予定しており、開

始時に配置予定である。 

④東京都内の指定相談支援事業所等で相談支援業務に従事していたが、初任者研修を修了後、相談支

援従事者現任研修を更新期限内に受講せず、資格が失効した又は失効する見込みである。 

 

（２）受講決定通知の送付 

到達通知メールと同じメールアドレス宛てに、受講可否通知メールを送信します。受信したメール

の内容を確認の上、通知等を必ずダウンロードしてください。 

（発送予定日：令和４年８月２２日 月曜日) 

 

（３）受講決定者情報の提供について 

   この研修は、区市町村を通しての実習が必須です。地域における実習を円滑に行うため、受講決定

者の従事予定事業所が所在する区市町村及び基幹相談支援センター等の拠点機関に、受講決定者の情

報（受講決定者氏名・所属法人名・事業所名及び事業所電話番号）を提供しますので、予め御了承く

ださい。この件について、御不明点がありましたら、研修事務局(東京都心身障害者福祉センター地域

支援課地域支援担当 電話０３－３２３５－２９５３)にお問い合わせください。 

 

８ 研修修了者 

 （１） 修了の条件等 

  〇本研修は、全日程・全課程を受講しなければ修了となりません。講義については主催者の責による 

   事由以外で指定された期間内に講義動画の視聴が完了しなかった場合、演習については、遅刻又は

早退等があった場合、実習については実習課題の実施・提出をしなかった場合は、修了となりませ

ん。 

  〇著しく態度の悪い方(居眠り、業務都合による長時間の離席、研修に集中できない環境下での受講) 

      については、修了とならない場合がありますので、御注意ください。 

 

（２）修了証書の交付 

講義２日間及び演習５日間（演習の間に２回の実習含む）の計７日間のカリキュラムを修了した方

には、東京都知事名の修了証書を交付します。 

 

（３）修了証書の発送 

修了証書の発送は、研修全日程終了後の令和５年３月上旬を予定しています。各日程終了後ではあ

りませんので、御了承ください。 

 

（４）研修修了者情報の提供について 

東京都内における相談支援の基盤整備の充実に資するため、修了者の従事予定事業所(予定含む) 

が所在する区市町村に、修了者の情報（修了者氏名、所属法人名、事業所名）を提供します。 

 

９ 参加費 

参加費は無料です。ただし、講義動画の通信にかかる費用については各所属の負担とします。 

 なお、講義及び演習でMicrosoft Teamsに参加できる電子機器(インターネットに接続できるパソコン 

 等)の確保についても、推薦する事業所又は受講者が行ってください。研修受講時には、1人1台のパ

ソコン、ウェブカメラ、マイクを御準備ください。資料はダウンロードしていただきます。電子データ

で見る場合は、パソコンの容量を御確認ください。印刷して手元に用意する場合は御自身で印刷してく

ださい。 

 

１０ 個人情報の取扱い 

申込フォームに記載された個人情報については、東京都個人情報の保護に関する条例に基づき、適

正な管理を行い、当該研修事業の実施業務及び同修了者名簿の管理業務以外の目的で利用することは

ありません。 
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１１ 実務経験 

相談支援専門員として実際に従事するためには、本研修修了と併せて、実務経験の要件を満たす必

要があります。東京都福祉保健局ホームページ内「東京都障害者サービス情報」を御確認ください。 

「東京都障害者サービス情報」（トップページ ⇒ 書式ライブラリー ⇒ Ａ 【一般相談支援】指定申

請書・変更届等 ⇒ ４ 相談支援専門員の実務経験） 

 

 

１２ 各種問合せ先 

 

 ○東京都相談支援従事者初任者研修に関すること 

担当部署 電話番号 

東京都心身障害者福祉センター 地域支援課 地域支援担当 ０３－３２３５－２９５３ 

※研修に関する問合せについての受付時間は、月曜日～金曜日（祝祭日を除く。） 午前９時から午後

５時までです。 

 ○事業者指定に関すること（実務経験の要件含む） 

事業内容 担当部署 電話番号 

指定一般相談支援事業 

指定重度障害者等包括支援事業 

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 

地域生活支援課 在宅支援担当 
０３－５３２０－４３２５ 

指定特定相談支援事業 
事業所の所在地の区市町村 ― 

障害児相談支援事業 

 


